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処分価格（募集価格）及び売出価格の決定並びに 

オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ 

 

 当社株式の処分価格（募集価格）及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等

につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。 

 

記 

 
１. 処分価格（募集価格）・売出価格 １株につき 金 980 円 

   

２. 価格決定の理由等  

 処分価格（募集価格）等の決定に当たりましては、仮条件（920 円～980 円）に基づいて機関投資

家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。 

当該ブックビルディングの状況につきましては、 

① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。 

② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。 

③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。 

以上が特徴でありました。 

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケッ

ト環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リ

スク等を総合的に勘案して、980 円と決定いたしました。 

なお、引受価額は 901.60円と決定いたしました。 

   

３. オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 150,000 株 

   

４. 上場時資本金の額 31,900,000 円 

 （新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。） 
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【ご参考】 

１．公募による自己株式の処分及び株式売出しの概要 

(１) 募 集 株 式 数 当社普通株式 750,000株 

(２) 売 出 株 式 数 ① 引受人の買取引受による売出し 

当社普通株式 250,000 株 

② オーバーアロットメントによる売出し 

当社普通株式 150,000株 

(３) 申 込 期 間 2024 年３月 22 日（金曜日）から 

2024 年３月 27 日（水曜日）まで 

(４) 払 込 期 日 2024 年３月 28 日（木曜日） 

(５) 株 式 受 渡 期 日 2024 年３月 29 日（金曜日） 

 

２．ロックアップについて 
公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である

小川亮、売出人である藤沢亜理沙（戸籍上の氏名：豊田亜理沙）並びに当社株主（新株予約権者を含む。）

である中村直樹、株式会社 KINOCOS、Don’t Look Back in Anger 株式会社及び開原信一他 34 名は、みず

ほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2024 年

９月 24 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（た

だし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸

し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式をみずほ証券株式会社が取得する

こと等を除く。）等を行わない旨合意しております。 
 また、売出人であるＷＭグロース４号投資事業有限責任組合は、みずほ証券株式会社に対し、元引受契

約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 90 日目の 2024 年６月 26 日までの期間中、みずほ証

券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売

出し及びその売却価格が処分価格（募集価格）の 1.5 倍以上であって、みずほ証券株式会社を通して行う

東京証券取引所での売却等を除く。）等を行わない旨合意しております。 
 さらに、当社株主である久保ひふみは、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買

開始）日（当日を含む。）後 90 日目の 2024 年６月 26 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面

による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、その売却価格が処分価格（募集価格）の 1.5 倍以上

であって、東京証券取引所における初値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引

所での売却等を除く。）等を行わない旨合意しております。 
加えて、当社はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）

後 180 日目の 2024 年９月 24 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当

社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若し

くは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による自己株式の処分、株式分割及びスト

ックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。 
 なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は上記 90 日間又は 180 日間のロックアッ

プ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しており

ます。 
上記のほか、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第

三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っておりま

す。 

以 上 


